令和〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇市立〇〇〇小（中）学校ＰＴＡ
会長　〇〇　〇〇　様
ＰＴＡ退会・非加入　届（※例）

このたび、（□に✓を入れてください）
· 〇〇〇小（中）学校ＰＴＡを〔退会する・加入しない〕こと

について、確認事項を承諾したうえで下記の通り届け出ます。
記
・保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・退会日（退会届のみ）　　　　　　　　　　　令和〇〇年〇〇月〇〇日
・在籍児童（生徒）のクラス・氏名　　　〇年〇組　　〇〇　〇〇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇年〇組　　〇〇　〇〇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇年〇組　　〇〇　〇〇

☆退会・非加入にあたっての確認事項（承諾の場合は□に✓を入れてください）
□　１．ＰＴＡは保護者と先生・保護者同士で学び、交流する「任意団体」であることを理解している。
□　２．長野県PTA連合会「安全互助制度」（団体加入）は、PTA会員のための制度であるため、非
　　　　　　会員のけがや賠償の補償はされない。（保護者ではない地域のボランティア等は除く）
□　３．長野県PTA連合会「信州子育て応援総合補償制度」（任意加入）はPTA会員のための制度
　　　　　　であるが、長野県ＰＴＡに加盟している単位ＰＴＡ（学校）に通う全ての児童・生徒が加入できる。
□　４．長野県PTA連合会や郡市PTA連合会から紙媒体の情報（広報）紙が届かない。
□　５．公益社団法人 日本PTA全国協議会主催の国内研修事業等に参加できない。
　　　　　→例えば、令和６年度は沖縄県渡嘉敷村で実施（３月２６日～３０日）した国内研修事業等
□　６．「教育基本法」の第10条（家庭教育）及び第１３条（学校、家庭及び地域住民の相互の連携
　　　　　　協力）に定められている「子育てで求められる努め」について理解している。

＊裏面資料

＊資料「教育基本法」
（家庭教育）
第１０条　父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生
活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のと
れた発達を図るよう努めるものとする。
　　　２　国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機
会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めな
ければならない。（下線…長野県PTA連合会）

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）
第１３条　学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を
自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
（下線…長野県PTA連合会）




※各単位ＰＴＡで必要と思われる事項等を加除修正してください。
※退会・非加入により、児童（生徒）が不利益を被らないよう配慮してください。
